
はしがき
　本書は、「生命保険に関する裁判例を分析し、体系的にまとめて説明する
本」を作りたいという話からスタートした。令和3年12月27日付打合せメモ1
に、「素材としては、生命保険事例研究会レポート161号～344号を想定」とあ
る。実際には、同358号までを対象としている。これは、287事例に関する393
通のレポートを素材としたことを意味する。事例数の方が少ないのはレポート
に重複があるためである。393通となるのは、開催回数396回（2か所〔東京・大
阪〕×年9回×22年〔平成13年度から令和4年度〕から、欠番3通（東京レポ183・大

阪レポ202・同234））を控除したことによる。
　筆者は、東京会場の生命保険事例研究会に平成13年度から参加しており、大
阪会場にも令和4年度から参加している。筆者が作成したレポートは、3通
（東京レポ174・同255・同324）である。各研究会における議論から学んだことを
活かし、民法・保険法等の基礎を大切にしながら、条文・裁判例を何度も読み
直し、力の及ぶ限り、分かりやすく丁寧に記載した。形式については統一性を
徹底し、関連個所の相互参照にも意を尽くした。内容については、法律学以外
の参考文献をも参照しながら、実務にも影響を与えることを重視した。
　学陽書房の方々に今回も的確なアドバイスをいただいた。予防法務的な視点
として各編に第4章を加えること、裁判例に各 POINT の番号を付す（例え
ば、【00401】は POINT004の1番目の裁判例を意味する）ことは伊藤真理江さ
んのアドバイスに基づいている。また、川原正信さんには、原稿の進行等につ
いて格別の配慮をいただいた。これらのことによって本書の内容は、より充実
したものになったと思う。もとより本書に関する責任は私にあるが、ここに名
前を掲げきれないほど多くの方にご指導をいただいていることに、心より感謝
している。
　本書が、「生命保険」の理解を通じて、トラブルの予防や早期解決の一助と
なることを期待しつつ。

　令和6年3月
弁護士　中込一洋
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2第 章

災害死亡保険金 
（災害割増特約・傷害特約）

1  災害死亡保険金（災害割増特約・傷害特約）の支払事由　　　

POINT

47  不慮の事故①（急激性）

1 不慮の事故とは
　災害割増特約は「不慮の事故又は所定の感染症で死亡したとき、主契約の死
亡保険金に上乗せして災害死亡保険金」を支払うものであり、傷害特約は「不
慮の事故又は所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして
災害死亡保険金」を支払い、「不慮の事故で所定の障害状態になったとき、障
害の程度に応じて障害給付金」を支払うものである（中村140頁）。傷害保険に
ついて、POINT14参照。
　傷害特約にいう「傷害」は、①「保険法では、傷害の定義を置いていないの
で、傷害の定義は約款の定めるところによることとなっている。傷害の定義
は、損害保険会社と生命保険会社とで相違がある」（山下友2022・194頁）。②生
命保険会社の傷害保険は「急激かつ偶発的な外来の事故を『不慮の事故』とし
て、不慮の事故による傷害を直接の原因として死亡、身体障害（後遺障害）の
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発生または入院・通院したこと等までが保険事故とされ、かつ……分類項目
（基本分類コード）を列挙する方法で限定が付されている。……分類項目への該
当という要件を廃棄して、不慮の事故とは急激、偶発、外来の事故をいうとす
るとともに……急激、偶発、外来ということの意義を明記する約款の規定の仕
方をする生命保険会社が増加している」（同195頁）と説明されている。
　失踪と不慮の事故について、【04002】参照。

2 急激性とは
　急激性は、災害割増特約・傷害特約における「不慮の事故」の要件の1つで
ある。急激性とは、「原因となった事故から結果として傷害が発生するまでの
プロセスが直接的で、時間的間隔のないこと」（山下友2022・197頁）である。

【04701】 凍死の急激性

福岡高判令和元・10・24令和元ネ362。長崎地判平成31・4・22平成29ワ420。
判 旨　「急激性とは、事故から結果（被害）の発生までに時間がなく、事故の
通常の経過に際して被共済者が事故の結果を事故の作用の瞬間にはもはや回避し
得ないような状況にあることをいうと解するのが相当である。……低体温症に至
るまでの経過は漸次的で、緩慢なものであったと認めるのが相当であり、Ａの低
体温症の原因となった寒冷曝露による身体に対する作用は、回避し得ないような
ものであるとはいえないから、それ自体として急激なものであったということは
できない」
解 説　【分析Ⅲ】98頁は執筆：山下典孝。【東京レポ348】1頁は報告：武田典
浩、座長：潘阿憲。「急激性の判断要素としての予見可能性および回避可能性
は、事故が発生した当時、被保険者が置かれていた状況や個人的要素……に鑑
み、客観的に判断されるものであり、帰責事由としての判断要素の場合とは異な
り、予見・回避すべきだったかどうかは問題とならない」（潘阿憲）とされる。
【大阪レポ348】11頁は報告：露口貴司、座長：竹濵修・千森秀郎。「本件約款に
『外来の急激で偶発的な自然及び環境要因による不慮の事故（ただし、過度の高
温中の気象条件を除く）』という記載があったことを踏まえると、凍死は保障対
象から除外されていないのではないかとも解釈できる余地がある……。もっと
も、この約款の括弧内の書き振りは、争いが生じ易いものを念のために記載した
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に過ぎないという立場もありうる」（竹濵修）とされる。

POINT

48  不慮の事故②（偶発性・偶然性）

　偶発性とは、「事故が被保険者にとって予見しえなかった原因によることを
要することとするための要件であり、被保険者の故意によらないことと同意義
である」（山下友2022・198頁）と説明されている。
　生命保険会社の災害割増特約・傷害特約は、支払事由として「不慮の事故」
を直接の原因とする被保険者の死亡・入院・高度障害状態などを規定しつつ、
免責事由として被保険者の「故意」を規定している。そのため、「立証責任の
分配に関する法律要件分類説の考え方からすれば、保険金の支払事由は『権利
根拠規定』に関する事実の証明に関するものとして支払を請求する側に立証責
任があり、保険者の免責事由は『権利障害規定』に関するものとして保険者側
に立証責任があることになるが……『不慮の事故』での『偶発性』には故意に
よらないことが含まれているため……免責事由が定める『故意』との関係で疑
問が生じて」（論点323～324頁〔石田清彦〕）いる。

【04801】 偶発性・偶然性の否定例⑴

最決平成29・3・10（不受理）。仙台高判平成28・10・21生判26巻819頁。仙台
地判平成27・10・16生判26巻396頁。
判 旨　「保険金請求者としては、発生した事故の態様が、外形的、客観的にみ
て、被保険者の故意に基づかない原因により十分に発生しうる態様であることを
立証すれば、事故の偶然性は推認され、保険者の側で被保険者の自死を疑わせる
事情を立証して推認を覆さない限り、当該事故は偶発的な事故であると認められ
ると解すべきである。……本件踊り場の手すりの高さは115㎝、奥行は13.5㎝で
あり、身長168.2㎝のＡが靴を履いて床面に直立した場合、手すりの最高部は心
窩（みぞおち）の辺りの高さになる。……Ａが手すりの傍で飛び上がり、故意に
手すりの上に乗ったと考えない限り、奥行が13.5㎝ある手すりを乗り越えて転落
することは考え難い。……本件転落が偶発的な事故によるものであることが立証

118 第2編　被保険者が死亡したとき

されたということはできない」
解 説　【東京レポ335】1頁は報告：田中智子、座長：潘阿憲。「いわゆる『事
実上の推定』という理論を用いて、保険金請求者である原告の立証軽減を図っ
た」（潘阿憲）とされる。【大阪レポ335】16頁は報告：桜沢隆哉、座長：竹濵
修・山下典孝。

【04802】 偶発性・偶然性の否定例⑵

名古屋地判平成28・9・26判時2332号44頁。
判 旨　「保険金請求者の側で、発生した事故が急激かつ偶然な外来の事故であ
ることの主張立証責任を負うものと解するのが相当である。不正請求をできるだ
け防止し、保険制度の健全性を維持するためにかような約款の定めをおくことに
も相当の合理性があるともいえる。この場合、保険法80条1号は確認的な規定と
解さざるを得ないが、同条同号は任意規定とされているから、直ちにこれに反す
るわけではない。……加速した上で、意図的にコンクリートブロックに向かう進
路をとった……事故状況からは、本件事故が、外形的に見て事故であるといえる
ような事故態様であったとはいえず、むしろ、本件事故が偶然のものでないこと
を推認させる」
解 説　【分析Ⅱ】104頁は執筆：山下典孝。【東京レポ315】1頁は報告：横田尚
昌、座長：潘阿憲。「外形的にみて偶然の事故であったと評価することも可能
だった」（潘阿憲）とされる。

【04803】 偶発性・偶然性の否定例⑶

札幌高判平成24・10・12生判24巻541頁。札幌地判平成24・4・12判タ1386号
284頁。
判 旨　「海に向かって相当速い速度で前進走行して、本件車両底部と岸壁とが
接触することもないまま本件転落地点から海に向かって飛び出し、海面に達した
後に水没し、同地点から約11メートル先の本件水没地点に達したものであること
が客観的に明らかであり……自殺によるものであることが強く推認される。……
原因や動機が特定されない自殺者がいること、周りの者からすれば些細に思われ
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ることが自殺のきっかけになりえることはいわば公知の事実である。……『不慮
の事故』又は『急激かつ偶然な外来の事故』であるとは認めがたく、むしろ、Ａ
の自殺によるものである」
解 説　【大阪レポ313】12頁は報告：小原覚、座長：竹濵修・川木一正。「客観
的な間接事実を適確に積み重ねることで、裁判上、主観的事実の証明が十分に可
能であることが端的に示された点で、実務上意味のある判決であろう。……警察
のように捜査権のない民間保険会社側が主張・立証に使用できる証拠・材料に限
界があることを考慮すれば、本件のような形でその立証が果たされたとされるこ
とが妥当」（竹濵修）とされる。

【04804】 偶発性・偶然性の否定例⑷

大阪高判平成21・9・17生判21巻567頁。大阪地判平成21・3・23生判21巻215
頁。
判 旨　「故意により災害死亡保険金の支払事由に該当したことの主張立証責任
を保険者に負わせたものではないと解すべきである（最判平成13・4・20民集55
巻3号682頁参照）。……補足意見が求める約款改訂は、主張立証責任の所在を約
款上明確にさせる趣旨であり……疑義のない約款条項の作成が容易にできるもの
であるかは疑問であることなどを総合勘案するならば……信義則ないし消費者契
約法10条により無効をきたすものであると解することはできない。……ホームか
ら線路内に走り込み自殺したと推認するのが相当であり……『急激かつ偶発的な
外来の事故』によるものと認めることはできない」
解 説　【大阪レポ248】11頁は報告：坂口亨、指導：中西正明・竹濵修。

【04805】 偶発性・偶然性の否定例⑸

広島高判平成21・4・22生判21巻312頁。山口地周南支判平成20・9・17生判
20巻486頁。
判 旨　「自殺か否かが問題となる場合の判断手法については、①保険金請求者
が外形的に見て事故であるということを立証できれば、事故が偶然であるという
ことが事実上推定される、②その後、保険者は自殺を真に疑わせる事情を立証す
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る必要がある、③保険者がこの立証をした場合には、今度は、保険金請求者が上
記疑いを払拭するに足りる程度の立証をしなければ、偶発的な事故であることの
立証はされたことにはならない、と解すべきである。……車止めのない岸壁を超
えて海面に転落するという事態は偶発的に起こり得ることが認められるから、本
件事故は外形的に見て事故であると認められる。……不動産業の経営は行き詰ま
り……逼迫状況を苦にして自殺したのではないかと疑わせるに足りる事情が認め
られるといわざるを得ない。……自殺を真に疑わせる事情が立証されたというべ
きである」
解 説　【大阪レポ256】10頁は報告：岡本知浩、座長：竹濵修・千森秀郎。

【04806】 偶発性・偶然性の否定例⑹

最決平成17・6・14生判17巻455頁。東京高判平成17・2・9生判17巻113頁。
東京地判平成16・9・6生判16巻655頁。
判 旨　「本件車両の火災が左後部座席を火元として発生したことを強く窺わ
せ、そこには、通常、自家用車内には存在すべきでないガソリンが存在し、これ
が火勢を強め、Ｂのショック死を引き起こしたことを推認せしめる。……火災の
発生とＢの意識喪失との間に、本件車両のギアをパーキングに入れるような時間
的余裕があったとすれば、Ｂが本件車両のドアを開け、若しくは窓を開けていな
い行動には、疑問を呈せざるを得ないことになる。……Ｂの死亡事故が急激かつ
偶発的な外来の事故によると認めることはできない」
解 説　【大阪レポ222】10頁は報告：木下孝治、指導：中西正明・竹濵修。

【04807】 偶発性・偶然性の立証責任⑴

高松高判平成16・6・25生判16巻431頁。高松地判平成15・10・30生判15巻666
頁。
判 旨　「Ａが債務返済の資金を得るために自ら死亡事故を惹起したとも考えら
れるところである。……自殺を図るのであれば、残存ポールを避けて道路外に出
るのではないかと考えられること等、本件事故は、Ａの不注意から生じた事故で
ある可能性も考えられる。……自殺によるものと断定することはできないが、自
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